
                       58 

 
○ 住宅耐震改修特別控除 
 

（事例１）平成 26年４月１日以後に住宅耐震改修をして住宅耐震改修特別控除の適用を受ける場合 

 

【記載例１－１】住宅耐震改修工事に要した費用の額に含まれる消費税額等のうちに８％の税率により

課されるべき消費税額等が含まれる場合 

 

 

次の算式により計算する(措法 41の 19の２①②)。 

   

 

･･････→ 〔100円未満の端数切捨て〕 

 

 

 

住宅耐震改修をした年月日        平成 26年 10月 25日 

 住宅耐震改修証明書に関する事項      

住宅耐震改修に係る標準的な費用の額    2,776,000円 

  交付を受ける補助金等の合計額        800,000円 

  住宅耐震改修に係る耐震改修工事限度額   2,500,000円 

 

  → 「住宅耐震改修特別控除額の計算明細書（平成 26年４月１日以後に住宅耐震改修をした方用）」

を使用する。 

設 例 

控除額 

  住宅耐震改修に係る耐震 
工事の標準的な費用の額 

 
（最高 250万円） 

 
 
 
 
 

× 10％  

（最高 250万円） 
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２,７７６,０００ 

８００,０００ 

１,９７６,０００ 

２,５００,０００ 

１,９７６,０００ 

１９７,６００ 

２６ 国税 太郎 
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